
地域も想定されることから、国による人材育成や派遣体制の

整備を図ること。 

 特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においては、

多くの医療施設等で医師や看護師が従事できない事態が発生

したため、新型コロナを含む感染症の感染拡大時においては、

各施設において医師や看護師の確保ができるよう、労働者派

遣に関する規制を緩和すること。 

（２）感染症法の改正により創設される協定締結医療機関などにお

ける感染者の受け入れ体制を円滑にするため、院内感染を防

ぐための施設改修、医療機器の整備など、医療従事者が安心し

て働けるよう支援を行うこと。 

（３） 新たな変異株の流行等に備え、重症化リスク等を迅速に把握

できる仕組みを構築するとともに、地方公共団体にゲノム

サーベイランスの実施を求める場合は、必要な経費について

は確実に全額国庫負担とすること。 

（４）救急需要の多様化や新たな変異株の流行等による救急搬送件

数及び病院収容までの所要時間の増加に備えるため、救急搬

送業務におけるＤＸの推進や消防機関と救急医療機関の連携

強化に資する取組等への財政支援を拡充すること。 

 

３ 防疫対策を踏まえた分散型国土の形成 

今般の新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、全国各地が

感染症の脅威にも強くしなやかに対応し、持続的に成長できる「新

次元の分散型国土」を形成する必要性が認識されたところである。 

そこで、自然と共生する新たなライフスタイルの構築や、地域の

魅力や活力を高める環境整備を着実に進めるなど、都市と地方が共

に輝く国土の形成に向けた大胆かつ速やかな取組を行うこと。 

 

1111    帯帯状状疱疱疹疹ワワククチチンン及及びびおおたたふふくくかかぜぜワワククチチンンのの早早期期のの定定期期接接種種

化化ににつついいてて  

   

予防接種には、国民個人の生命・健康を守る「個人防衛」の役割に

加え、多くの国民が予防接種を受けることで社会全体からその感染

症が減り、予防接種を受けていない国民も感染症から守られる「社会

防衛」の役割があり、結果的に医療体制の確保や医療費の軽減、ひい

ては社会経済活動の維持などにもつながる。 

国においては、これまでも帯状疱疹ワクチン及びおたふくかぜワク

チンの定期接種化に向けての検討が行われており、現在も審議が続

いている。 

帯状疱疹は、その後遺症により長期に渡ってＱＯＬの低下が生じ

る可能性が高く、高齢になるにつれて罹患率が高くなることから、急

速な高齢化に伴う患者の増加が懸念されている。また、おたふくかぜ

については、合併症が一定割合で生じており、集団感染も起きやすい

ことから、両疾患のワクチンともに早期の定期接種化が望まれてい

る。 

これらの予防接種に対しては、接種費用が高額であるなどの理由

から、一部の地方自治体において独自の助成が行われているが、対象

者の年齢や助成額など、その内容は地方自治体の財政力等により異

なっており、居住する地方自治体により被接種者の経済的負担の格

差が生じている。 

ついては、次の事項について、特段の措置を講じられたい。 

 

１ 帯状疱疹ワクチン及びおたふくかぜワクチンについて、接種の

有効性・安全性を十分に検討した上で、早期に定期接種化を実現す

ること。 
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２ 定期接種化にあたっては、その薬価が高額であることも踏まえ、

地方自治体の財政状況にかかわらず、全国どこでも被接種者の自己

負担額が低額に抑えられるよう、国の責任において十分な財政措置

を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122  道道路路網網のの整整備備促促進進等等ににつついいてて  

 

広域的な道路ネットワークを構成する高規格道路等の整備は、人

流・物流の円滑化や活性化によって我が国の経済活動を支えるとと

もに、激甚化・頻発化・広域化する自然災害からの迅速な復旧・復興

を図る上で大変重要なものである。また、都市圏などの環状道路やバ

イパス等の整備は、都市機能を回復し、生産性の向上による地域経済

の好循環をもたらすストック効果が期待できるため、強力に整備促

進を図ることが必要である。 

東北及び関東地方に多大な被害を及ぼした東日本大震災では、高

規格道路等は緊急輸送道路として、救援活動や援助物資の輸送等に

大きな役割を果たし、その重要性が再認識された。 

令和６年元日に発生した能登半島地震では、国道 249 号などの主

要道路に被害が発生し、一時最大で 3000人を超える孤立が発生する

とともに、復旧に時間がかかる大きな要因となるなど、道路ネット

ワークの重要性が再認識されたところである。 

令和２年 12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のため

の５か年加速化対策」では、令和３年度から令和７年度までの５か年

で高規格道路のミッシングリンク解消及び４車線化等の道路ネット

ワークの機能強化対策、道路施設の老朽化対策、道路の法面・盛土の

土砂災害防止対策等に重点的・集中的に取り組むこととなっており、

激甚化する風水害、切迫する大規模地震等への対策、予防保全型イン

フラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策など国土強靱化に向

けた取組みの着実な推進に向けて、国の継続した財政措置が不可欠

である。このため、５か年加速化対策に必要な予算・財源を例年以上

の規模で確保し、計画的に事業を推進するとともに、国土強靱化実施

中期計画を令和６年内の早期に策定し、５か年加速化対策後も、必要

な予算・財源を当初予算において通常予算とは別枠で確保して、切れ
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